
雇用保険事務手続きの手引き 

≪令和７年１２月≫ 

 

 

あなたの事業所の番号 

雇用保険適用事業所番号≪雇用保険の諸届出の際に必要な番号です≫ 

 

労働保険番号≪労働保険の納付申告、諸届出の際に必要な番号です≫ 

 

 

 

 

厚生労働省職業安定局雇用保険課 

埼玉労働局 ハローワーク(公共職業安定所) 

府県 所掌 管轄 基 幹 番 号 枝番号



 

 

 

 

 雇用保険関係の手続を行う場合、ハローワークの窓口に書類を提出す
る方法に加えて 24 時間いつでも申請できる「電子申請」があります。 
 

 

 

 

 電子申請を始めるための質問・相談等にご対応いたします。ご要望があ
れば、個別に事業所を訪問し、パソコンの設定や申請の流れ等、不明な
点についてご説明させていただきます。 
 

【問い合わせ先】 
 現在埼玉県内２箇所のハローワーク（川口所・大宮所）に電子申請ア
ドバイザーを配置しており、相談・事前予約が可能です。詳しくは所在
地を管轄するハローワークへお問い合わせください。 
 

 

 

 

 雇用保険電子申請手続について、「埼玉労働局雇用保険電子申請事務セ
ンター」にて事務処理を行っています。（雇用保険制度についてのご質問
は事業所の所在地を管轄するハローワークへ、入力方法や機器設定など
のご質問の各お問い合わせ先（11 ページ参照）や電子申請アドバイザー
へお問い合わせください。） 
 

【所 在 地】    〒330-6016 
           埼玉県さいたま市中央区新都心 11-2 
           ランド・アクシス・タワー15 階 
           埼玉労働局 職業安定課内 
           ＴＥＬ 048-600-6255 
           ＦＡＸ 048-601-0115 
 
【業務実施時間】   8 時 30 分から 17 時 15 分 
          （土日祝、年末年始を除く平日） 

「雇用保険電子申請アドバイザー」が電子申請を検討
している事業主さまを支援いたします 

「雇用保険電子申請アドバイザー」が電子申請を検討
している事業主さまを支援いたします 

「埼玉労働局雇用保険電子申請事務センター」に
ついて 











雇用保険の届出に
マイナンバーの記載が必要です。

（１）マイナンバーの記載が必要な届出・申請書などは次のとおりです。
① 雇用保険被保険者資格取得届 ② 雇用保険被保険者資格喪失届
③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書
④ 育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書／出生後休業支援給付金申請書
⑤ 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金／出生後休業支援給付金申請書
⑥ 出生後休業支援給付金支給申請書
⑦ 育児時短就業給付受給資格確認票・（初回）育児時短就業給付金支給申請書
⑧ 介護休業給付金支給申請書

従業員からマイナンバーを取得する際は、なりすまし防止のため、①番号確認（正しい番号であることの確認）、②身元（実
在）確認（番号の正しい持ち主であることの確認）が必要です。

なお、届出の際に写しの添付は不要です。

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

※雇用関係にあり雇入れ時などに運転免許証などにより身元（実在）確認を行っている場合で、本人から直接対面で個人番号の提出を受ける場合は、
「身元（実在）確認書類」の提示は不要です。
※本人確認の具体的な内容は、厚生労働省のホームページに掲載しています。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

《本人確認の方法（概要）》

① 雇用保険被保険者資格取得届 ② 雇用保険被保険者資格喪失届

身元（実在）確認番号確認

マイナンバーカード（マイナンバーカードは、番号確認と身元確認の両方に使えます）
ａ～ｃのいずれか
a  以下の書類のいずれか一つ

運転免許証/運転経歴証明書/旅券/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳
/療育手帳/在留カード/特別永住者証明書

b  以下の書類のいずれか一つ
写真付き身分証明書/写真付き社員証/官公署が発行した写真付き資格証明書など

c ａまたはｂがない場合は以下の書類から２つ以上
公的医療保険の資格確認書/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書など

個人番号通知カード
または

個人番号の記載のある住民票
（住民票記載事項証明書）

雇用保険の届出に必ずマイナンバーを記載してください１

マイナンバー取得時には、厳格な本人確認を行ってください２

③高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書

⑧介護休業給付金支給申請書

④育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業
給付金支給申請書／出生後休業支援給付金申請書

被保険者のマイナンバーを記載

【マイナンバー総合フリーダイヤル】
◆電話番号:０１２０－９５－０１７８（無料）
※一部ＩＰ電話などでつながらない場合（有料）

・ マイナンバー制度に関すること・・・・・・・・・・・・・０５０－３８１６－９４０５
・「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること ・・・０５０－３８１８－１２５０

◆受付時間:平日 9:30～20:00 土日祝 9:30～17:30（年末年始12月29日～1月3日を除く）









都道府県労働局・ハローワーク

育児休業等給付に関する制度内容や申請手続き、電子申請の処理状況の
目安に関するお問い合わせは、以下のコールセンターまでお電話をお願
いします。

被保険者、事業主の皆さまへ

 給付金の内容や支給要件を知りたい
 支給額がどのように計算されるか知りたい
 給付金の申請手続きを知りたい
 支給時期や電子申請の処理の目安を聞きたい

（※具体的な支給日はお答えできませんので、予めご了承ください。）

令和７年11月17日～

こんな
問い合わせに
対応します

LL07１１０７保
０１

育児休業等給付コールセンター

0570-200-406

対象の
給付金

 育児休業給付金（支給期間の延⾧を含みます）
 出生時育児休業給付金
 出生後休業支援給付金
 育児時短就業給付金

受付時間 平日８:30～17:15 (土日祝日、12/29～1/3を除く)
※通話料は利用者負担となります
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